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（目的） 

第１条 大阪府公立大学法人大阪府立大学評価委員会（以下「委員会」という。）の運営については、

大阪府地方独立行政法人評価委員会条例（平成16年大阪府条例第２号。以下「条例」という。）に規

定するもののほか、条例第11条の規定に基づき、この運営規程において必要な事項を定める。 

 

（組織) 

第２条 委員会は、委員５人で組織する。 

 

（文書による意見の開陳） 

第３条 委員は，会議に出席できない場合であっても，委員長の許可を受けたときは，会議において文

書により意見を開陳することができる。 

 

（意見の聴取） 

第４条 委員長は、必要があると認める場合には、関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聞く

こと、又は関係者からの資料の提出を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第５条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非公開とすることが適当で

あると認める案件については、委員長が委員会に諮って理由を明らかにしたうえで非公開とすること

ができる。 

 

（傍聴人に対する指示） 

第６条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、傍聴人に対し、退場を

命じることができる。 

 

（議事録等） 

第７条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、非公開とした場合を除き公表する。 

 
（視察、現地調査等の実施） 
第８条 委員長は、評価等に資するものと認めるときは、視察、現地調査その他必要な活動の実施を決
定することができる。 

 

附 則 

この運営規程は、平成２５年７月３０日から施行する。 
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